
 

 ※ 別紙様式３の「別紙様式３-１」のシートで、入力エラーが発生することがあります。 

   「２ 実績報告について」の「（１）加算額以上の賃金改善について（全体）」について、 

（ｆ）と（ｉ）の金額が同額になるように（ｇ）及び（ｈ）欄に入力すると、下記のように

右側の濃いオレンジ色のセルに「×」が表示されます。 

    【（ｉ）の金額は、（ｆ）の金額以上であればよいことになっていますので、本来であれば「○」 

が表示されます。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   この状態になった場合は、「３ 介護職員等処遇改善加算の要件について」の「（７）その他」

の欄に入力エラーが発生している旨を記載し、そのまま提出してください。 

濃いオレンジ色のセルの「×」を「○」にするために、金額を調整する必要はありません。 

 

（７）その他（指定権者に対する特段の連絡事項等がある場合等については、以下の欄に記載すること。）

（ｆ）と（ｉ）が同額になるように入力したが、エラーのため「×」が表示されている。

④ 円 ← ←

⑤ 円 ←

⑥ 円

⑦ 円 ←新たな賃金改善額の合計（g + h） 453,821

×

⑤以外で、その他の手当、一時金等による新たな賃金
改善の額

0

令和５年度と比較した令和６年度の増加分

令和５年度と比較して令和６年度に増加する加算額（繰
越分を除く。）（b - c）

453,821

△令和６年度に④を原資として行う新たな賃金改善額
（ベースアップ（基本給及び決まって毎月支払われる手当の

一律の引上げ）によるもの）
453,821

(f)

(h)

(g)

(i)


